
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信端末が内蔵するブラウザを利用してメールサーバに保管される受信メールのうち

メールに添付される音声ファイルを前記メールサーバから再生音声により受ける音声
メールの転送方法であって、前記通信端末は自分宛ての メールを保管するメールサー
バの電話番号を予め格納し、メールサーバはそれぞれを一意に識別する識別情報を付与し
た受信メールおよびこれに添付されるファイルを保管しており、前記メールサーバから前
記通信端末へ送るメール情報には保管される前記 を含み、
前記通信端末 内蔵するブラウ
ザを利用して前記メールサーバに前記 メールを要求し、

メールを要求されたメールサーバ 前記受信メール
メール情報を前記通信端末へ送り、

受信メール メール情報を受けた通信端末 を画面表示し
表示画面の中からユーザにより を受けた際

を受けた際 、予め格納された
前記電話番号を用い呼接続要求により電話網を介して前記メールサーバを呼び出し
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その
受信

受信

受信メールの一覧
が、ユーザにより受信メールの転送要求入力を受けた際に、

受信
受信 が、保管している の一覧、メール内
容、添付ファイル情報を含む
当該 の が、受けたメール情報 、
前記通信端末が、この 音声ファイルの指定入力
には、接続中のネットワークを介し前記メールサーバを呼び出して音声ファイルの指定情
報を転送し、
音声ファイルの指定情報を受けたメールサーバが、保管情報から指定された音声ファイル
の識別情報を抽出して設定中の通信回線を介して前記通信端末へ送出し、
前記通信端末が、この音声ファイルの識別情報 には メールサ
ーバの



て前記 識別情報を転送し、

通信端末が、前記 該メールサーバから 音声変換 た再生音声によ
り受け取る
ことを特徴とする通信端末に対する音声メール転送方法。
【請求項２】
通信端末が、内蔵するブラウザを利用して、メールサーバに保管される受信メールのうち

メールに添付される音声ファイルを前記メールサーバから再生音声により受ける
音声メールの転送方法であって、前記通信端末はネットワーク上を検索するブラウザと自
分宛ての メールを保管するメールサーバの電話番号を予め格納するサーバ電話番号メ
モリとを内蔵し、メールサーバはそれぞれを識別する識別情報を 受信メールおよ
びこれに添付されるファイル を保管するメールデータベースを有し、
前記通信端末が ブラウザにより通信網を介して
接続された前記メールサーバに所定の受信メール要求を実行し、

保管する受信メールに添付される音声フ
ァイルの メール 通信端末へ転送し、
前記通信端末 前記一覧に含まれる音声ファイルの個別指定をユーザから受けた際には

該個別指定 メールサーバへ転送し、
該メールサーバでは 受けた個別指定の音声ファイ
ルに付与された識別情報を前記メールデータベースから抽出して前記通信端末へ返送し、
該通信端末では 前記識別情報を受けた際に前記メールサーバの電話番号を前記サーバ電
話番号メモリから抽出して電話網に呼接続要求し通信端末とメールサーバとを電話回線で
接続して前記音声ファイルの識別情報を前記通信端末から前記メールサーバへ転送し、
該メールサーバで受けた識別情報に該当する音声ファイルを再生音声に変換した際には該
再生音声を前記メールサーバから要求元の前記通信端末へ転送する
それぞれの手順を有することを特徴とする通信端末に対する音声メール転送方法。
【請求項３】
通信端末が、内蔵するブラウザを利用して、メールサーバに保管される受信メールのうち
メールに添付される音声ファイルを前記メールサーバから再生音声により受ける方式であ
って、
前記通信端末は、自分宛ての受信メールを保管するメールサーバの電話番号を格納するサ
ーバ電話番号メモリを更に内蔵し、ブラウザを利用してネットワークにアクセスし、前記
メールサーバに受信メールの一覧表を含むメール情報の送付を要求する手段と、この要求
の返答として受けたメール情報を画面表示する手段と、一覧表の中からユーザにより選択
された添付の音声ファイルを個別指定して前記メールサーバに送付を要求する手段と、個
別指定した該音声ファイルの識別情報を前記メールサーバから受ける手段と、該音声ファ
イルの識別情報を受けた際に前記サーバ電話番号メモリから前記メールサーバの電話番号
を抽出して電話網に呼接続要求する手段と、メールサーバとの間で確立された電話回線を
介して受けた前記音声ファイルの識別情報を送信する手段と、該メールサーバから該電話
回線を介して該識別情報に対応した再生音声を受信する手段とを備え、かつ
前記メールサーバは、前記通信端末から受信メール情報の送信要求を受けた際に要求元ユ
ーザへの受信メールに対する添付ファイルの有無を含む所定情報をまず送信する手段と、
添付ファイルの個別指定を受けた際に指定されたファイルが音声ファイルの場合には該音
声ファイルに付与された識別情報を要求元通信端末へ返送する手段と、前記通信端末から
電話網を介して前記音声ファイルの識別情報を含む呼出しを受けて応答する手段と、この
呼出しに応答し受けた識別情報に基づく音声ファイルを再生音声に変換し確立した電話回
線を介して要求元通信端末へ送出する手段とを備える
ことを特徴とする通信端末に対する音声メール転送方式。
【請求項４】

10

20

30

40

50

(2) JP 3605760 B2 2004.12.22

音声ファイルの
メールサーバが、受けた該音声ファイルの識別情報に基づいて、保管された音声ファイル
を取り出し音声変換して要求元の通信端末に前記電話網を介して送出し、

音声ファイルを 受けた され

その受信

受信
付与した

とその一覧と
、ユーザから受信メール要求を受けた際、

該受信メール要求を受けた前記メールサーバが、
一覧を含む 情報を前記

が、
、 を前記

、音声ファイルの個別指定を受けた際、

、



請求項３において、音声変換されたファイルを転送する電話回線は、前記通信端末のブラ
ウザが前記メールサーバとの間に設定する通信回線を共用することを特徴とする通信端末
に対する音声メール転送方式。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メールサーバに保管される受信メールのうちメールに添付される音声ファイル
を、通信端末が内蔵するブラウザを利用して受ける音声メール転送方法およびその転送方
式に関し、特に、ブラウザを利用した通信端末が個別指定された音声ファイルを再生音声
で受け、ユーザがこれを聴取することができるという音声メール転送方法およびその転送
方式。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ブラウザを利用する通信端末に対する音声メール転送方式では、パーソナルコンピ
ュータ（以後、ＰＣと略称する）のように、ブラウザ等のインターネットに接続する通信
機能しか持たない端末が、指定した受信メールに添付された音声ファイルを再生する場合
、この音声ファイルを、ブラウザ等の通信機能を介して端末にダウンロードし、端末側に
有する音声ファイルを音声情報に変換する機能を利用して受信メールに添付された音声フ
ァイルを再生していた。
【０００３】
例えば、図３に示されるように、ＰＣ端末１１０では、入力部１１１から所定のメール受
信要求を受けた際、制御部１１４がインターネットのためのブラウザ１１２を用いて通信
機能部１１５からネットワーク１３０を介しＰＣ端末１１０への受信用メールサーバ（Ｐ
ＯＰサーバ）１２０を駆動する。メールサーバ１２０では制御部１２２が、通信機能部１
２１で受けた情報に基づきメールＤＢ（データベース）から該当するメールを一覧表およ
びその内容と共に取り出し、通信機能部１２１からネットワーク１３０を介してＰＣ端末
１１０に返送する。ＰＣ端末１１０では、制御部１１４が、受けたメールのうち一覧表の
みを表示部１１３に画面表示し、入力部１１１からユーザにより指定された一つのメール
のみの内容を表示部１１３に画面表示する。このメールに添付ファイルがある場合、制御
部１１４は、入力部１１１からユーザによる指示を受けて、文字／画像ファイルの場合に
はファイル内容を表示部１１３に画面表示し、音声ファイルの場合には音声変換部１１６
によりファイルデータを再生音声に変換してスピーカなどの音声出力部１１７により再生
音声を聴取できる。
【０００４】
一方、近年では、携帯電話端末がインターネット接続のためのブラウザを内蔵し電子メー
ルの授受を行なっている。しかし、携帯電話端末では、小型化、軽量化、および原価の低
減化を図り、端末に、音声ファイルを音声情報に変換する機能を持たないものが多い。こ
のように音声変換機能を持たない通信端末の場合では、電子メールを受け取ることができ
ても音声ファイルを再生することができない。
【０００５】
他方、ブラウザを持たず音声送受信機能しか持たない電話端末の場合、音声ファイルを音
声に変換する機能を持つサーバにアクセスし、受信する音声ファイルを再生する技術が、
例えば特開平１０－３０３９６９号公報に開示されている。この技術では、例えば、図４
に示されるように、電話端末２１０が所定の手順でネットワーク２３０を介してメールサ
ーバ２２０にアクセスした際、メールサーバ２２０では音声応答装置２２１が音声により
自動応答する。また、音声認識装置２２２が音声応答装置２２１を介して電話端末２１０
から受ける音声を認識する。メールサーバ２２０は、発呼電話端末２１０を認識すること
ができるので、所定の手順に従って、音声メール装置２２３に蓄積された電話端末２１０
宛ての音声メールを取出し、音声変換装置２２４を介して音声メールを音声情報に再生変
換し、音声応答装置２２１からネットワーク２３０の音声回線により電話端末２１０へ転
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送している。
【０００６】
ブラウザを内蔵する通信端末がこの機能を併合した場合、通信端末は、音声メールを音声
変換する機能を持つことなく、音声メールを音声変換可能なメールサーバから受けて再生
音声により聴取することができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、小型化、軽量化、および経済化のため、ＰＣ端末および携帯電話端末を
含む通信端末には音声メールの音声再生変換機能を持たせることができない。
【０００８】
従って、従来の通信端末に対する音声メール転送方式では、メールサーバ側に音声ファイ
ルの音声再生変換機能を持ち、ブラウザを内蔵する通信端末で音声メールを再生音声によ
り受けて、ユーザがこれを聴取するという構成を採用できるが、次のような問題点がある
。
【０００９】
すなわち、複数の音声ファイルがある場合に、通信端末のユーザが再生する音声ファイル
を予め指定できないことである。このため、通信端末では、メールサーバで受信済みの全
ての音声ファイルを連続して順次聴取する必要がある。この結果、受信する多数のメール
に対して音声ファイルがある場合、その中の一つのみを選択することができない。特に、
重要案件が後半に位置する場合、これを取出すまでの時間が問題となる。
【００１０】
本発明の課題は、このような問題点を解決し、通信端末が、ブラウザを利用して電子メー
ルを受信する際に、音声再生変換機能を内蔵することなく、かつ電子メールに添付の音声
ファイルを個別に指定し再生された音声で受け取ることにより、ユーザが音声ファイルの
再生音声を希望する順序で聴取することができる通信端末に対する音声メール転送方法お
よびその転送方式を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明によるブラウザを利用する通信端末に対する音声メール転送方法は、通信端末が内
蔵するブラウザを利用してメールサーバに保管される受信メールのうち メールに添付
される音声ファイルを前記メールサーバから再生音声により受ける音声メールの転送方法
であって、前記通信端末は自分宛ての メールを保管するメールサーバの電話番号を予
め格納し、メールサーバはそれぞれを一意に識別する識別情報を付与した受信メールおよ
びこれに添付されるファイルを保管していることを前提としている。この転送方法は

、前記メールサーバ 前記通信端末へ送るメール情報には
保管される前記 メールに添付される音声ファイルの一覧を含み、前記通信端末 前
記メールサーバへ音声ファイルの転送を要求する際には、まず、内蔵するブラウザを利用
して前記メールサーバに前記 メールを要求 メールを要求されたメールサー
バ 前記受信メールおよび メール情報を前記通信端末へ送 受信メー
ルおよびメール情報を受けた通信端末 これを画面表示して画面表示の中からユーザに
より指定入力された音声ファイルを受けた際、

識別情報
予め格納された 前記電話番号を用い呼接続要求により電話網

を介して前記メールサーバを呼び出して前記 識別情報を転送

通信端末が、
該メールサーバから 音声変換 た再生音声により受け

【００１２】
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受信

受信

下記
を特徴としている。すなわち は、

受信 は、

受信 する。受信
は、 その一覧を含む る。

は、
接続中のネットワークを介し前記メールサ

ーバを呼び出して音声ファイルの指定情報を転送する。音声ファイルの指定情報を受けた
メールサーバは、保管情報から指定された音声ファイルの識別情報を抽出して設定中の通
信回線を介して前記通信端末へ送出する。前記通信端末は、この音声ファイルの
を受けた際、 メールサーバの

音声ファイルの する。メール
サーバは、受けた該音声ファイルの識別情報に基づいて、保管された音声ファイルを取り
出し音声変換して要求元の通信端末に前記電話網を介して送出し、 前記音声
ファイルを 受けた され 取る。



具体化された音声メール転送方法は、通信端末がネットワーク上を検索するブラウザと自
分宛てのメールを保管するメールサーバの電話番号を予め格納するサーバ電話番号メモリ
とを内蔵し、メールサーバがそれぞれを識別する識別情報を付与された受信メールおよび
これに添付されるファイルを保管するメールデータベースを有している。
【００１３】
この転送手順は、まず、前記通信端末がブラウザにより通信網を介して接続された前記メ
ールサーバに所定の受信メール要求をした際には保管する受信メールに添付される音声フ
ァイルの一覧と前記識別情報とを含むメール情報を前記メールサーバから前記通信端末へ
転送する。次の手順は、前記通信端末で前記一覧に含まれる音声ファイルの個別指定を受
けた際には該個別指定を前記通信端末から前記メールサーバへ転送し、該メールサーバで
は受けた個別指定の音声ファイルに付与された識別情報を前記メールデータベースから抽
出して前記通信端末へ返送する。次の手順は、該通信端末で識別情報を受けた際に前記メ
ールサーバの電話番号を前記サーバ電話番号メモリから抽出して電話網に呼接続要求し通
信端末とメールサーバとを電話回線で接続して前記音声ファイルの識別情報を前記通信端
末から前記メールサーバへ転送し、該メールサーバで受けた識別情報に該当する音声ファ
イルを再生音声に変換した際には該再生音声を前記メールサーバから要求元の前記通信端
末へ転送している。
【００１４】
また、具体的な構成では、この通信端末は、自分宛ての受信メールを保管するメールサー
バの電話番号を格納するサーバ電話番号メモリを更に内蔵し、ブラウザを利用してネット
ワークにアクセスし、前記メールサーバに受信メールの一覧表を含むメール情報の送付を
要求する手段と、この要求の返答として受けたメール情報を画面表示する手段と、一覧表
の中からユーザにより選択された添付の音声ファイルを個別指定して前記メールサーバに
送付を要求する手段と、個別指定した該音声ファイルの識別情報を前記メールサーバから
受ける手段と、音声ファイルの識別情報を受けた際に前記サーバ電話番号メモリから前記
メールサーバの電話番号を抽出して電話網に呼接続要求する手段と、メールサーバとの間
で確立された電話回線を介して受けた前記音声ファイルの識別情報を送信する手段と、該
メールサーバから該電話回線を介して該識別情報に対応した再生音声を受信する手段とを
備える。
【００１５】
他方、メールサーバは、前記通信端末から受信メール情報の送信要求を受けた際に要求元
ユーザへの受信メールに対する添付ファイルの有無を含む所定情報をまず送信する手段と
、添付ファイルの個別指定を受けた際に指定されたファイルが音声ファイルの場合には該
音声ファイルに付与された識別情報を要求元通信端末へ返送する手段と、前記通信端末か
ら電話網を介して前記音声ファイルの識別情報を含む呼出しを受けて応答する手段と、こ
の呼出しに応答し受けた識別情報に基づく音声ファイルを再生音声に変換し確立した電話
回線を介して要求元通信端末へ送出する手段とを備える。
【００１６】
また、上述した音声変換されたファイルを転送する電話回線は、例えば、ＶＯＩＰ（Ｖｏ
ｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）技術を使用するなどのネット
ワークに対する通信インタフェース機能を備えることにより前記通信端末のブラウザが前
記メールサーバとの間に設定する通信回線を共用することができる。
【００１７】
上述した構成によれば、通信端末による受信メールの送信に、少なくとも音声ファイルの
添付を表示するメールの一覧表が通信端末に画面表示され、音声ファイルの個別転送が指
定できる。更に、通信端末では、サーバ電話番号メモリから音声ファイルの転送元メール
サーバの電話番号を抽出できるので、通信端末からの呼接続要求で電話回線を確立するこ
とができる。また、音声ファイルの識別情報により個別指定された音声ファイルを音声に
再生され音声回線を介して要求元の通信端末へ送信することができる。
【００１８】
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【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１９】
図１は本発明の実施の一形態を示す機能ブロック図である。図では、本発明を明確に説明
するため、本発明に関する主要部分を示しており、機能上の必要部分でも省略されている
構成要素がある。
【００２０】
図１に示されたブラウザを利用した通信端末の音声メール受信方式では、通信端末１０が
メールサーバ２０とネットワーク３０を介して接続する。通信端末１０では、入力部１１
、ブラウザ１２、表示部１３、送受話部１４、制御部１５、通信機能部１６、サーバ電話
番号メモリ１７、および電話機能部１８が備えられる。メールサーバ２０は、通信機能部
２１、音声ファイル変換部２２、電話機能部２３、制御部２４、およびメールＤＢ（デー
タベース）２５を備える。ネットワーク３０には、データ網および電話網、並びにインタ
ーネットなどの全てのネットワークを含むものである。
【００２１】
本発明の特徴は、通信端末１０にサーバ電話番号メモリ１７を備え、メールサーバ２０に
音声ファイル変換部２２を備える点にある。すなわち、通信端末１０が電話回線を介して
音声メールの保管先メールサーバ２０を呼び出し、メールサーバ２０から指定する音声フ
ァイルを再生音声に変換して要求元の通信端末１０へ送信している。
【００２２】
通信端末１０は、例えば、音声メールの音声再生ソフトウェアを有しないＰＣ端末または
電子メール可能な携帯電話機の構成とほぼ同等の機能に加え、自己宛ての受信メールを保
管するメールサーバ２０の電話番号をサーバ電話番号メモリ１７に予め格納している。
【００２３】
通信端末１０の入力部１１は、タッチパネル等のユーザによる入力のためのインタフェー
ス部であり、ＰＣ端末であれば更にキーボード、マウス等により構成される。ブラウザ１
２は、メールサーバ２０との相互接続を確立すると共に、メールサーバ２０から送られて
きた情報を表示部１３に表示させるためにデータ変換する。表示部１３は、液晶パネル、
発光ダイオードなど、文字、画像などの各種情報を可視表示出力するためのユーザとのイ
ンタフェース部である。送受話部１４は、マイクロホン、スピーカ、イヤホンなど音声に
より可聴信号を入出力するユーザとのインタフェース部である。
【００２４】
更に、制御部１５は、プロセッサがプログラムを実行して通信端末１０の各機能を制御す
る。通信機能部１６は通信端末１０がブラウザ１２によりネットワーク３０と接続した際
にネットワーク３０と接続する各種サーバとデータ網を介して通信を行なうネットワーク
とのインターフェース部である。また電話機能部１８は、ネットワーク３０に対して発呼
し、電話回線を確立して音声信号を授受する電話網とのインタフェース部である。サーバ
電話番号メモリ１７は、上述したように、自己宛ての受信メールを保管するメールサーバ
２０の電話番号を予め格納する。電話機能部１８は、メールサーバ２０へ発呼して接続し
、識別情報を送信し、メールサーバ２０から受信した音声情報を送受話部１４に送り、ユ
ーザに聴取させる情報に変換する機能を持つ。
【００２５】
メールサーバ２０は、インターネットまたはイントラネット上で電子メールサービスに提
供されるサーバである。通信機能部２１は、上述したネットワーク３０のデータ網とのイ
ンタフェース部であり、ネットワーク３０を介して通信端末１０の通信機能部１６と接続
される。音声ファイル変換部２２は、本発明のために必要とされるものであり、メールＤ
Ｂ２５に格納された音声ファイルを通信端末１０からの要求により再生し電話機能部２３
に渡す。電話機機能部２３は、上述したネットワーク３０の電話網とのインタフェース部
であり、ネットワーク３０を介して通信端末１０の電話機能部１８と接続される。
【００２６】
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更に、制御部２４は、プロセッサがプログラムを実行してメールサーバ２０の各機能を制
御する。メールＤＢ２５は、受信メールをユーザ毎に一覧表と共に格納し、ユーザの通信
端末１０から受信メール要求を受けた際に、制御部２４の制御を受けて要求元の通信端末
１０へ送出する。本発明では、受信メールの個別指定に対して、ユーザ毎にメールを識別
する識別情報としてメールＩＤ（識別子）および添付ファイルを識別するファイルＩＤが
、例えば、メールの受信順序に従って付与されている。これらＩＤは電話回線を伝送でき
るように、例えば、ダイヤル符号に基づいて付与されている。
【００２７】
ネットワーク３０は、図示される例では、通信機能部１６，２１のためのデータ網と、電
話機能部１８，２３のための電話網とを有し、別のネットワークで通信端末１０とメール
サーバ２０との通信路を確立している。通信端末およびメールサーバがＩＰ（Ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に基づくＶＯＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　ＩＰ）技術を用
いる場合、データ網であるＩＰに基づくネットワークに通信端末およびメールサーバそれ
ぞれが直接接続して音声情報もこのインターネットまたはイントラネットを介して送受で
きる構成となる。
【００２８】
次に、図１に図２を合せ参照して、本発明による音声メール受信方式の主要動作手順につ
いて説明する。
【００２９】
まず、ユーザにより、通信端末１０の入力部が、メールサーバのＵＲＬアドレスおよびユ
ーザを識別するユーザＩＤを含む所定の受信メール要求の入力を受付け（手順Ｓ１）する
。従って、通信端末１０では、制御部１５が、ブラウザ１２を用い入力部１１から受けた
ＵＲＬアドレスに基づいて通信機能部１６を介しネットワーク３０に接続するメールサー
バ２０にアクセスし、メールサーバ２０に入力データを送信（手順Ｓ２）する。
【００３０】
メールサーバ２０では、制御部２４が、通信機能部２１で受けた受信データを解析（手順
Ｓ３）してユーザＩＤにより要求元の通信端末１０に対応するメールＤＢ２５にアクセス
して、ユーザに対応するメールの一覧、メールの内容、添付ファイルの有無などの該当メ
ール情報を抽出（手順Ｓ４）する。抽出された情報は、通信機能部２１およびネットワー
ク３０を介して通信端末１０に返送（手順Ｓ５）される。
【００３１】
通信端末１０では、通信機能部１６が返送情報を受信し、制御部１５がブラウザ１２によ
りこの受信情報を表示部１３に表示（手順Ｓ６）する。ユーザが表示部１３の表示画面の
一覧表から再生を希望するメールを選択し入力部１１により指定する。ＰＣ端末では、例
えば、表示部が入力部を兼ね、画面上でマウスのポインタまたはカーソルによりメールを
指定することができる。
【００３２】
制御部１５は、入力部１１から添付の音声ファイルの個別指定を受付け（手順Ｓ７）した
際、個別の音声ファイルの指定情報を、通信機能部１６から接続中のネットワーク３０を
介してメールサーバ２０に送信（手順Ｓ８）する。音声ファイル以外の添付ファイルは従
来と同様に処理される。
【００３３】
メールサーバ２０では、制御部２４が、個別指定を受けた音声ファイルをチェックし、指
定された音声ファイルのメールＩＤおよびファイルＩＤをメールＤＢ２５から抽出（手順
Ｓ９）し、このメールＩＤおよびファイルＩＤを設定中の通信回線を介して通信端末１０
へ返送（手順Ｓ１０）する。
【００３４】
通信端末１０では制御部１５が、通信機能部１６でメールＩＤおよびファイルＩＤを受け
た際に、サーバ電話番号メモリ１７からメールサーバ２０の電話番号を読み出し、電話機
能部１８からネットワーク３０の電話網に、上記手順Ｓ１０で受けたメールＩＤおよびフ
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ァイルＩＤを含めた呼接続要求（手順Ｓ１１）を行なってメールサーバ２０を呼び出す。
ネットワーク３０では、通信端末１０とメールサーバ２０との間の電話回線が確立（手順
Ｓ１２）される。
【００３５】
メールサーバ２０では、電話機能部２３が呼び出されて応答した際に要求元のメールＩＤ
およびファイルＩＤを通信端末１０から受けることにより、制御部２４が音声ファイルの
要求を受付け（手順Ｓ１３）する。制御部２４は受け付けたメールＩＤとファイルＩＤと
によりメールＤＢ２５から指定された音声ファイルのデータを取り出し、音声ファイル変
換部２２により音声ファイルを音声情報に変換（手順Ｓ１４）する。変換された音声情報
は、上記手順Ｓ１２で確立されたネットワーク３０の電話回線を介して、電話機能部２３
から通信端末１０へ送信（手順Ｓ１５）される。
【００３６】
通信端末１０では、電話機能部１８が音声情報により受けた音声ファイルを送受話部１４
のスピーカで発声（手順Ｓ１６）するので、ユーザは指定した音声メールをスピーカから
の再生音声により聴取することができる。
【００３７】
上記説明では、通信機能部と電話機能部とを分け、それぞれが別個の通信回線を用いると
して図示し説明したが、ＶＯＩＰ技術を用いてネットワークに単一回線で接続して、通信
端末とメールサーバとをインターネットまたはイントラネットにより直接相互接続するこ
ともできる。
【００３８】
上記説明では、図示された機能ブロックおよび手順を参照しているが、機能の分離併合に
よる配分または手順の前後入替えなどの変更は上記機能を満たす限り自由であり、上記説
明が本発明を限定するものではなく、更に、通信端末としては、ＰＣ端末でも、また携帯
電話機のような小形通信端末にも適用可能である。
【００３９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ブラウザにより通信網を介してメールサーバに接続
する通信端末が自己宛てのメールを保管するメールサーバの電話番号を予め格納するサー
バ電話番号メモリを有し、メールサーバは指定された音声ファイルを音声に変換する音声
ファイル変換部を有するところの通信端末の音声メール受信方式が得られる。
【００４０】
この構成により、メールサーバは、通信端末からブラウザを用いて所定の受信メール要求
を受けた際にメールに添付される音声ファイルの一覧を含むメール情報を返送し、次いで
、音声ファイルの一覧から音声ファイルの個別指定を受けた際には指定された音声ファイ
ルを識別するメールＩＤおよびファイルＩＤを返送する。次いで、通信端末がサーバ電話
番号メモリから抽出したサーバの電話番号により電話網の音声回線を確立して返送により
受けたメールＩＤおよびファイルＩＤをメールサーバに送付した際、メールサーバは、音
声ファイル変換部により再生音声に変換すると共に要求元の通信端末へ確立された電話回
線を介して再生音声を送信することができる。
【００４１】
すなわち、ブラウザを利用した通信端末が、音声メールの再生変換機能を有することなし
で、音声ファイルを再生された音声で個別に受けてユーザにより聴取することができると
いう効果を有する音声メール受信方式を得ることができる。
【００４２】
更に、メール一覧表によりユーザが通信端末からメールサーバへ音声ファイルを個別指定
できることにより、ユーザは音声ファイルの取出し順序を緊急度に応じて自分で決めるこ
とができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態を示す機能ブロック図である。
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【図２】図１における主要動作手順の実施の一形態を示すフローチャートである。
【図３】従来の一例を示す機能ブロック図である。
【図４】図３とは別の従来の一例を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
１０　　通信端末
１１　　入力部
１２　　ブラウザ
１３　　表示部
１４　　送受話部
１５、２４　　制御部
１６、２１　　通信機能部
１７　　サーバ電話番号メモリ
１８、２３　　電話機能部
２２　　音声ファイル変換部
２５　　メールＤＢ
３０　　ネットワーク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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